
【意見１】 

 

 

回答 

ここに記載した 20 ㎥は、使用料の基準となる水量として総務省が定めたもの

であり、各自治体はこの 20 ㎥当たりの使用料を公表することで全国的な統計を

とっております。 

また、総務省が発行している「経営戦略策定・改定マニュアル」にも、20 ㎥当

たりの使用料を掲載するよう定められております。 

 

 

 

 

【意見２】 

 

 

回答 

 経営戦略における試算では、物価高騰による汚水処理原価上昇等の影響で、収

支計画期間内に黒字化はせず、現金も増加しません。 

出資金については、財源を十分確保し、自立的な経営が出来るようになった上

で、それでもなお、利益水準に余裕が出てきた場合に、地方公営企業法第 18 条第

２項の規定に基づき、状況に応じて「納付金」を一般会計に納付することを考え

ております。 

 

 

 

 

 



【意見３】 

回答 

ご意見のとおり、公営企業は独立採算が原則であり、経費回収率 100％を目標

に掲げると存じますが、物価上昇による維持管理費の増大の影響は大きく、本計

画の期間内で経費回収率 100%を目標とした場合、住民負担の極端な増加や過度の

経費削減など、計画に無理が生じかねません。 

長期的な目標としては経費回収率 100％を目指す方向ではありますが、今回の

経営戦略では、上記の理由などから経費回収率は 70％以上維持することを目標と

して考えております。 

 

【意見４】 

 

回答 

この度は十分な時間を確保できず、多くの方々からご意見をお寄せいただく機

会を逃してしまったことにつきまして、心よりお詫び申し上げます。 

今回策定する戦略に対し、意見を広く募ることが重要であると考え実施したと

ころですが、その結果として形式的な対応とのご指摘を受けることとなり、大変

申し訳ありません。 

今後は周知期間や方法についてより一層の配慮を行い、皆様からの貴重なご意

見をしっかりと受け止められる態勢を整えてまいります。 



【意見５】 

 

 

回答 

使用料単価は現状が「近隣自治体と同水準」であるだけで、使用料単価の基と

なる下水道使用料については、汚水処理原価や将来の投資計画などを基に算出し、

上下水道事業審議会にて審議していただく予定です。 

近隣自治体の数値は比較ではなく、参考値として掲載しております。 

また、令和４年 10 月に料金改定を行っているため、令和５年度は 166 円となっ

ております。 

なお、「近隣自治体と同水準」の下の行から「汚水処理単価との比較、経費回収

率の状況を踏まえて、あるべき水準を検討することが必要です」と記載していま

すので、審議会にて検討していただくことを考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【意見６】 

 

回答 

 基準内繰入金と基準外繰入金の内訳は次のとおりです。 

年度 基準内繰入金 基準外繰入金 計 

R1 75,323 千円 9,863 千円 85,186 千円 

R2 70,441 千円 27,149 千円 97,590 千円 

R3 49,611 千円 39,698 千円 89,309 千円 

R4 62,243 千円 49,257 千円 111,500 千円 

R5 48,943 千円 62,557 千円 111,500 千円 

 また、経営戦略内の図表３も、内訳がわかるように明記いたします。 

 

 

 

回答 

下水道事業を安定して続けていくためには、行政と民間企業が協力することが

重要と考えております。 

社会全体で人手不足が進む中、従来の委託業務の見直しを行うなど、より効果

的・効率的な事業運営を行い、人々の生活に欠かせない下水道サービスが安定的

に提供できるようにしてまいります。 

また、国土交通省では全国の下水道事業者に対し、官民が連携する「ウォータ

ーPPP」の導入を進めるよう働きかけています。 

ウォーターPPP とは、職員不足、施設の老朽化といった地方公共団体の抱える

課題を解決し、事業の持続性を向上させるためのひとつの有効な手段とされてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

回答 

上川中部８町においては現在、全て公営企業会計へ移行しております。 

移行年度は次のとおりです。 

 

R01 東神楽町 

R04 鷹栖町 

R05 上川町 東川町 美瑛町 

R06 当麻町 比布町 愛別町 

 

 

 

回答 

1000 百万円/年は間違っておりました。正しくは 100 百万円/年になります。 

 

 

 

回答 

下水道事業では、約５年毎に下水道事業計画の見直しを行います。 

事業計画の中で、今後の汚水処理人口や汚水処理量などの計画見直しを行い、

必要な設備規模（機器能力）を決定していますので、設備規模が過大にならいよ

う今後も行ってまいります。 

管路更新の施工方法については、現場条件によりそれぞれ検討することになり

ますが、開削工法やパイプインパイプ工法を含む管更生など、最適な工法を選定

し進めていく考えでおります。 

 

 

 

 



意見７ 

 

回答 

本町の下水道事業は令和４年度に公営企業会計として開始しましたが、この時

点では資金が皆無であり、ここから下水道事業の運営や設備投資に必要な資金を

確保するため、令和４年度から８年度までの５年間は、出資金や基準内基準外を

合わせた一般会計繰入金を、総額で 111,500 千円/年とすることを、議会や住民説

明会において説明してきております。 

現在の経常収支比率については、ご指摘のとおり一般会計からの繰入金も含め

た上での 100％超となっておりますが、令和９年度以降は物価高騰の影響なども

勘案しながら料金改定を行い、段階的に経費回収率を上げていくことで、経常収

支比率は維持したまま、出資金を含めた一般会計繰入金を段階的に下げていく考

えです。 

 

意見８ 老朽化比率の算出について 

 

 

 

 

 

回答 

設備更新を行わなかった場合の老朽化比率については、令和 36 年度時点で

82.54％となります。 

経営戦略本文には「９割」とありますが、こちらについては上記の数値に訂正

させていただきます。 

 

 


